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森林・林業・⽊材産業グリーン成⻑総合対策

＜対策のポイント＞
カーボンニュートラルの実現に向け、森林の循環利⽤を促進する観点から、川上から川下までの森林・林業・⽊材産業政策を総合的に推進します。

＜政策⽬標＞
国産材の供給・利⽤量の増加（34百万m3 ［令和５年］→ 42百万m3 ［令和12年まで］）

＜事業の全体像＞

【令和７年度予算概算決定額 14,351,245（14,397,655）千円】
（令和６年度補正予算額（林業・⽊材産業国際競争⼒強化総合対策） 45,852,821千円）
（令和６年度補正予算額（花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策） 5,634,710千円）

１．森林の集約化モデル地域実証事業
・循環利⽤に取り組む林業経営体へ森林の集積・集約化を進めるための、
地域の森林の将来像の作成・共有、境界確定、関係者間でのデジタル森
林情報の共有等を⽀援

３．林業デジタル・イノベーション総合対策
・林業機械の⾃動化・遠隔操作化技術や森林内の通信技術・⽊質系新
素材の開発・実証、先進技術を活⽤する技術者の育成、デジタル林業戦
略拠点の構築等を⽀援

５．⽊材需要の創出・輸出⼒強化対策
・地域の取組に対する⽊材利⽤の専⾨家派遣、 CLT等の輸出促進、合
法伐採⽊材の利⽤促進、⽊質バイオマスを活⽤した「地域内エコシステム」
の展開、特⽤林産物の需要拡⼤等を⽀援

７．林業・⽊材産業⾦融対策
・意欲と能⼒のある林業経営者が⾏う機械導⼊・施設整備に対する融資
の円滑化を⽀援

２．林業・⽊材産業循環成⻑対策
・路網の整備・機能強化、搬出間伐の実施、再造林の低コスト化、⾼性能
林業機械の導⼊とともに、⽊材加⼯流通施設の整備や⽊造公共建築物の
整備、森林由来Ｊ－クレジット等森林価値の活⽤等を⽀援

６．森林・林業担い⼿育成総合対策
・「緑の雇⽤」事業による新規就業者への体系的な研修、林業⼤学校で
学ぶ就業前の⻘年への給付⾦給付、林業経営体の労働安全対策等を
⽀援

8．森林・⼭村地域活性化振興対策

・⾥⼭林の整備・活⽤に取り組む組織の確保・育成、「半林半X」を含む
活動の実践による⼭村地域活性化を⽀援

４．建築⽤⽊材供給・利⽤強化対策

・⽊造中層建築物に係る設計や⽊質耐⽕部材・JAS構造材の技術開発、
製材やCLT等を⽤いた建築物の低コスト化に向けた技術開発や設計・建築
実証、⽊造建築物の設計者・施⼯者の育成等を⽀援
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＜事業イメージ＞＜事業の内容＞

１．集約化モデルの実証⽀援
① 林業経営体、市町村、都道府県、森林所有者等の関係者の協議による
集約化に係る合意形成を⽀援します。
② ICTを活⽤した森林調査や境界の明確化、所有者探索等を実施し、経営
管理の権利を設定する集約化の取組を⽀援します。

※ 林業・⽊材産業循環成⻑対策により、本事業の実施主体が⾏う路網整備の取組に対して優
先的に⽀援し、⽣産性向上を後押し

２．専⾨⼈材の養成や集約化に係るノウハウの整理・分析
モデル事業の効果を⾼めるため、森林の集積・集約化を⽀援する専⾨⼈材
を養成するとともに、所有者不明対策や境界明確化に係るノウハウを整理・分
析し横展開を図ります。

［お問い合わせ先］林野庁森林利⽤課（03-6744-2126）

＜対策のポイント＞
⼩規模・分散、境界が不明な森林への対応として、林業経営体への集積・集約化を促進するため、関係者による情報共有や、合意形成、経営管理の
⼀層の円滑化に役⽴つ条件整備等を実⾏するモデル事業を⽀援します。

＜事業⽬標＞
○ 私有⼈⼯林のうち林業経営を実施する森林として集積・集約化された⾯積の割合（５割［令和10年度まで］）
○ 森林経営管理制度の⽀援を⾏える技術者の能⼒向上（1,200⼈［令和10年度まで］）

＜事業の流れ＞

森林・林業・⽊材産業グリーン成⻑総合対策のうち
森林の集約化モデル地域実証事業 【令和７年度予算概算決定額 525,000（－）千円】

国
都道府県

定額、1/2
地域協議会

⺠間団体等
委託

（１の事業）

（２の事業）

定額、1/2

Step 3
●取組の実践
・集約化に向けた所有者探
索、森林調査、境界の明
確化、権利設定等
・ICT情報収集機器等の
導⼊、活⽤
・⽊材の取引協定の締結

Step 2
●地域協議会の開催
・対象森林の集約化、⽊
材の⽣産利⽤⽅針等に
係る合意形成
・ICTによる情報収集、⽣
産管理⼿法の検討
・対象森林の利⽤の将来
像のとりまとめ

Step 1
●地域や関係者の選定
●情報の収集、共有
・対象地区、森林の選定
・関係者の選定
・現地情報、施業⽅法、所
有機械、地域の⽊材受
⼊体制の共有

取組に対する助⾔、評価、分析、普及により事業効果を向上

集約化に対して、
制度・権利等に係る助⾔
ができる専⾨⼈材の養成

所有者不明対策に係る
ノウハウの整理・分析

リモセンを活⽤した境界明確化
ノウハウの整理・分析
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＜事業イメージ＞＜事業の内容＞

１．循環型資源基盤整備強化対策等
循環型林業の推進に向け、搬出間伐の実施や路網整備、再造林の低コスト化等

の取組を⼀体的に⽀援するとともに、⾼性能林業機械の導⼊、エリートツリー等の原
種増産技術の開発や苗⽊の⽣産技術向上等の取組を⽀援します。

２．⽊材需要拡⼤・⽊材産業基盤強化対策
⽊材需要の拡⼤及び⽊材産業の基盤強化に資する、公共建築物等の⽊造・⽊

質化、⽊材加⼯流通施設の整備等を⽀援します。

(関連事業)
燃油・資材の森林由来資源への転換等対策

【令和６年度補正予算額】1,700,048千円

［お問い合わせ先］林野庁計画課（03-6744-2082）

森林・林業・⽊材産業グリーン成⻑総合対策のうち
林業・⽊材産業循環成⻑対策

＜対策のポイント＞
林業・⽊材産業によるグリーン成⻑に向け、林業の⽣産基盤の強化や再造林の低コスト化を図るとともに、⽊材需要の拡⼤及び⽊材需要に的確に対応で
きる安定的かつ持続可能な供給体制の構築を⽀援します。

＜事業⽬標＞
国産材の供給・利⽤量の増加（34百万m3［令和5年］→ 42百万m3［令和12年まで］）

＜事業の流れ＞

国
都道府県 林業経営体等

定額（1/2、1/3以内等）等

※ 国有林においては、直轄で実施

定額、委託 ⺠間団体等
（市町村、国⽴研究開発法⼈森林研究・整備機構を含む）

川 中︓製材事業者、合板事業者等 川 下︓⽊材需要者

川 上︓森林組合、素材⽣産事業者、⾃伐林家等

林業・⽊材産業によるグリーン成⻑に向けた
川上から川下までの総合的な取組

〇⽊材需要拡⼤・⽊材産業基盤強化対策
・⽊材加⼯流通施設等の整備 ・⽊質バイオマス利⽤促進施設の整備
・特⽤林産振興施設等の整備 ・公共建築物等の⽊造・⽊質化

〇循環型資源基盤整備強化対策
・間伐材⽣産 ・路網整備 ・低コスト再造林対策
・コンテナ苗⽣産基盤施設等の整備
〇⾼性能林業機械の導⼊ 〇森林整備地域活動⽀援対策
〇林業の多様な担い⼿の育成 〇⼭村地域の防災・減災対策
〇森林総合利⽤対策 〇森林資源保全対策 〇優良種苗⽣産推進対策

【令和７年度予算概算決定額 6,186,326（6,510,953）千円】
（令和６年度補正予算額(林業・⽊材産業国際競争⼒強化総合対策の⼀部) 11,647,300千円）
（令和６年度補正予算額(花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策) 5,634,710千円の内数）
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＜事業実施主体＞
市町村、林業経営体等

＜事業イメージ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞
１．森林経営計画作成促進
○ 「森林経営計画作成」や「間伐の実施」に必要な情報の収集、森林の調査、施
業計画の作成、森林所有者等への合意形成などの活動を⽀援します。

２．森林境界の明確化
○ 「森林境界の明確化」及び「森林境界案の作成」に必要な情報の収集、境界
の調査・測量、合意形成などの活動を⽀援します。

３．森林所有者の探索
○ 所有者が不明な森林における森林所有者の探索に必要な情報の収集、所有
者の確認などを⽀援します。

４．森林経営計画作成・森林境界の明確化に向けた条件整備
○ 「森林経営計画作成促進」及び「森林境界の明確化」の地域活動を進める上で
必要となる既存路網の簡易な改良に対して⽀援します。

森林・林業・⽊材産業グリーン成⻑総合対策のうち林業・⽊材産業循環成⻑対策のうち
森林整備地域活動⽀援対策（継続）
＜対策のポイント＞
森林経営計画作成や森林境界の明確化等に必要となる活動を⾏うために必要な調査や資料作成、合意活動、活動後のとりまとめなどを⽀援します。

国 都道府県＜事業の流れ＞ 市町村等
定額 定額

情報の収集・整理 合意形成活動森林の調査

リモートセンシングデータ
を⽤いた測量（森林境界案の作成）

合意形成活動現地測量所有者の現地⽴会

⼾籍・住⺠票等
の資料収集

ＤＭ送付等
所有者の確認

排⽔施設

路網の改良
（例）

⼟留

＜森林経営計画の作成及び集約化し間伐を実施するために必要な活動を支援＞

＜森林境界の明確化に必要な活動を支援＞

＜森林所有者の探索に必要な活動を支援＞

＜森林経営計画作成等に必要な路網簡易改良を支援＞

○ 最適化した路網整備が可能 ○ 効率的な作業システムでの施業が可能

森林施業の集約化を促進

森林資源の持続的な利用と多面的機能の恩恵の享受

適宜適切な森林施業の実施

【令和７年度予算概算決定額 6,186,326（6,510,953）千円の内数】
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１．国⺠参加の緑化運動の推進事業 31,474千円
皇室⾏事として実施している全国植樹祭・育樹祭の開催等全国レベルでの国⺠
参加の緑化運動を推進します。

２．森林づくり資⾦等導⼊応援プロジェクト 38,000千円
森林づくりに対する企業等からの資⾦導⼊に伴う環境価値の向上と還元の好循
環の創出を通じた森林整備の促進に向けて、企業等と森林を繋ぐ⼿法の整理・普
及とその⼿法を活⽤して活動する者を組織化・育成する取組等を⽀援します。

３．新たな森林空間利⽤創出対策 34,279千円
健康・観光・教育等での新たな森林空間利⽤の創出に向け、企業等ニーズを踏
まえたプログラム提案や⼭村地域とのマッチング機会の創出、国有林における環境
整備等を実施します。

森林・林業・⽊材産業グリーン成⻑総合対策のうち林業・⽊材産業循環成⻑対策のうち
森林総合利⽤対策（森林活（もりかつ）プロジェクト）（組替新規）

＜対策のポイント＞
カーボンニュートラルの実現等に向け、森林の様々な価値や機能の総合的な利活⽤(森林活(もりかつ)）を促進するため、国⺠参加の緑化運動を推進するとと
もに、森林・⼭村地域資源（Ｊ-クレジット、⽣物多様性、観光資源等）に関する都市部企業等に対する理解醸成、国⺠や企業等による⼭村地域への資⾦
提供や森林空間利⽤等を促進する取組を⽀援します。

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞

国

＜事業の流れ＞

定額

国⺠参加の緑化運動の推進

第75回全国植樹祭
（於：埼玉県）
第48回全国育樹祭
（於：宮城県）

新たな森林空間利⽤創出

※国有林においては直轄で実施
（２・３の事業の⼀部）

⺠間団体等
委託

(１の事業）
(２の事業の⼀部）

(3の事業の⼀部） ［お問い合わせ先］
(1、2(⼀部)、3(⼀部)）林野庁森林利⽤課（03-3502-0048）
（２の事業の⼀部） 林野庁業務課（03-3502-8383）
（3の事業の⼀部） 林野庁経営企画課（03-6744-2321）

森林活(もりかつ)による森林づくり⽀援等の拡⼤

⺠間団体等

森林づくり資⾦等導⼊応援

企業等にニーズを踏まえたプログラム提案 マッチング機会の創出

企業と森林を
繋ぐ活動

森林づくり支援

環境価値の向上・還元

企業等

森林

循環の創出
環境価値

活用

環境価値
向上

⼿法の整理・普及

⼈材の組織化・育成

【令和7年度予算概算決定額 103,753（-）千円】
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 ⾥⼭林の整備・活⽤に関⼼のある地域住⺠等に対して、説明会や活動
体験会を開催

 ⾥⼭林の整備・活⽤の実践に取り組みたい者に対する安全対策や施業
技術等に関する講習等の実施

 ⼭村活かし隊が⾏う⾥⼭林の整備・活⽤の実践⽀援

＜対策のポイント＞
林業事業体による経営管理がされにくい、⼆次林や⼈⼯林等が混在する地域に⾝近な⾥⼭林の整備を促進し、森林の多⾯的機能の発揮や⼭村集落
の維持・活性化を図るため、⾥⼭林の整備・活⽤に取り組む組織（⼭村活かし隊）の確保・育成、「半林半X」※も含めた活動の実践を⽀援します。
※｢半林半X｣とは、他の仕事でも収⼊を得ながら、アイデアと技術を活かして、地域の森林資源から収⼊を得ることにより⽣計を⽴てるライフスタイル。

＜事業⽬標＞
登録後５年以上継続的に活動している⼭村活かし隊の割合（70%［令和11年度］）

＜事業の内容＞ ＜事業イメージ＞
⾥⼭林活性化による多⾯的機能発揮対策 951,082 千円
林業事業体による経営管理がされにくい⾥⼭林の整備・活⽤を通じて、
⼭村集落の維持・活性化を図るため、
① ⾥⼭林の整備・活⽤に取り組む「⼭村活かし隊」に関する説明会・
体験会の開催、安全な作業技術の習得の⽀援
② 集落活動等として、集落周辺の⾥⼭林を活⽤する取組の⽀援
③ 「半林半X」等を含め、点在する⼈⼯林を本格活⽤する取組の⽀援
④ ⼭村活かし隊の活動成果の評価検証等
を実施します。

国
地域協議会 ⺠間団体

定額,1/2,1/3以内

【令和７年度予算概算決定額 951,082（851,082）千円】

＜事業の流れ＞

委託

森林・林業・⽊材産業グリーン成⻑総合対策のうち
森林・⼭村地域活性化振興対策

確保

育成

実践

［お問い合わせ先］ 林野庁森林利⽤課（03-3502-0048）

(①②③の事業)

(④の事業)

地域住⺠等が連携し
森林資源を活⽤する活
動への⽀援
最⼤12.0万円/ha

地域住⺠等が連携し
⽵林資源を活⽤する
活動への⽀援
最⼤33.2万円/ha

半林半X等により本格的に
森林資源を活⽤する活動
への⽀援
最⼤19.1万円/ha

上記活動に必要となる路網の作設・改修、資機材の整備、
関係⼈⼝の受⼊環境整備・調整、その他集落活動への⽀援
アドバイザーの派遣等による活動サポート

地域活動型 複業実践型

定額,1/2,1/3以内

⺠間団体等
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＜ 事 業 イ メ ー ジ ＞＜ 事 業 の 内 容 ＞

１．効果的な花粉発⽣源対策の実施に向けた普及及び調査
花粉発⽣源対策に係る国や都道府県等の取組の成果を普及するとともに、花粉

発⽣源対策をより効果的に実施するために必要な因⼦の抽出・分析⼿法の検討等
を⽀援します。

２．細胞増殖による苗⽊⼤量増産技術の開発
細胞増殖技術を⽤いて、スギの未熟種⼦から苗⽊を⼤量増産する技術の開発を

⽀援します。

３．スギ雄花花芽調査等の推進
花粉⾶散予測に資するスギ雄花花芽調査のためにスギ雄花の着花状況等を調

査するとともに、ドローンの活⽤等による効率的かつ⾼精度な着花量推定⼿法の開
発を⽀援します。

(関連事業)
（R６年度補正予算）花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策

５,６３４,７１０千円
「花粉症対策初期集中対応パッケージ」の着実な実⾏に向けて、スギ⼈⼯林

の伐採・植替え等の加速化やスギ材需要の拡⼤、花粉の少ない苗⽊の⽣産拡
⼤等の総合的な対策を緊急に⽀援します。

森林・林業・⽊材産業グリーン成⻑総合対策のうち
花粉の少ない森林への転換促進対策

＜対策のポイント＞
花粉の少ない苗⽊の⽣産拡⼤に向けた細胞増殖による苗⽊⼤量増産技術の開発や花粉の⾶散量の予測に資するためのスギ雄花の花芽調査等を進める

とともに、林野庁が実施する花粉症対策の普及啓発等を実施します。

＜事業⽬標＞
〇 スギ苗⽊の年間⽣産量に占める花粉の少ない苗⽊の割合の増加 （約５割［令和３年度］ → ９割以上［令和15年度まで］）
〇 スギ花粉の発⽣量の削減（令和２年度⽐約２割削減［令和15年度まで］、約５割削減［令和35年度まで］）

［お問い合わせ先］（１、３の事業）林野庁森林利⽤課（03-3501-3845）
（２の事業） 研究指導課（03-6744-2312）

＜事業の流れ＞

国 ⺠間団体等
定額

1.効果的な花粉発⽣源対策の実施に向けた普及及び調査

・国や都道府県
等の取組の成
果を普及

・植替えを促進
すべき森林の
「⾒える化」の
イメージ

3. スギ雄花花芽調査等の推進

林業事業体、森林所有者等への理解の醸成

【令和７年度予算概算決定額 65,280（ 39,237 ）千円】
（令和６年度補正予算額（花粉の少ない森林への転換促進緊急総合対策） 5,634,710千円）

・スギ雄花の着花状況等の調査
・ドローンの活⽤等による効率的かつ⾼精度な
着花量推定⼿法の開発

2. 細胞増殖による苗⽊⼤量増産技術の開発

・細胞増殖技術を⽤いて、スギの未熟種⼦から
苗⽊を⼤量増産する技術の開発
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世界遺産の森林⽣態系保全対策事業（継続） 【令和７年度予算概算決定額 41,236（41,236）千円】

＜対策のポイント＞
我が国の世界⾃然遺産の森林⽣態系を適切に保全管理し、世界遺産としての資質の維持・増進を図るため、必要な技術開発、科学的知⾒の収集を実施
します。

＜事業⽬標＞
森林・林業基本計画等に基づき、多様で健全な森林環境の保全を図り、森林の有する多⾯的機能の発揮を⽬指します。

［お問い合わせ先］林野庁森林利⽤課（03-3501-3845）

＜事業イメージ＞＜事業の内容＞

＜事業の流れ＞

世界⾃然遺産「⼩笠原諸島」

世界⾃然遺産「奄美⼤島、徳之島、沖縄島北部及び⻄表島」

 島や⽣育環境別に外来植物の侵
略性の評価を⾏うことにより駆
除の優先順位を明らかにすると
ともに、在来樹⽊の⽣育適地の
調査・判定を⾏い、効果的な在
来植⽣への回復⼿法を開発

 森林保全と地域の産業振興との両⽴が特に
求められる地域における、⼆次林の伐採後
の植⽣回復調査等を通じた科学的知⾒の収
集並びに森林⽣態系の保全に配慮した管理
⼿法の検討及び森林モニタリング⼿法を開
発

○ユネスコ世界遺産委員会の勧告等への対応
○世界自然遺産の森林生態系の適切な保全管理

上記の取組
により

１．「⼩笠原諸島」における森林⽣態系保全のための技術開発
○ 島や⽣育環境別に外来植物の侵略性の評価を⾏うことにより駆除の優先順位
を明らかにするとともに、在来樹⽊の⽣育適地の調査・判定を⾏い、効果的な在
来植⽣への回復⼿法の開発を⽀援します。

２．「奄美⼤島、徳之島、沖縄島北部及び⻄表島」における森林⽣態系保全の
ための技術開発

○ 森林保全と地域の産業振興との両⽴が特に求められる地域における、⼆次林
の伐採後の植⽣回復調査等を通じた科学的知⾒の収集並びに森林⽣態系の
保全に配慮した管理⼿法の検討及び森林モニタリング⼿法の開発を⽀援します。

国 ⺠間団体等
定額

植生回復調査

外来植物駆除後 外来植物駆除２年後
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＜事業の全体像＞

森林資源・森林吸収量算定基礎調査事業（継続）
【令和７年度予算概算決定額 521,556（532,600）千円】

＜対策のポイント＞
持続可能な森林経営に関する森林の現況を継続的に把握・分析し、森林の計画的な整備・保全を推進します。また、国連気候変動枠組条約及びパリ協
定締約国に課せられている報告義務を果たすため、森林吸収量の報告に必要なデータを収集・分析するとともに、森林吸収量について算定精度の向上や効
率化等を⾏います。
＜事業⽬標＞
○ 持続可能な森林経営を評価するための国際的な取組への利⽤（モントリオール・プロセス国別報告書、FAO世界森林資源評価等への活⽤・反映）
○ 国連気候変動枠組条約及びパリ協定に基づく森林吸収量の適切な報告（条約事務局報告、吸収量算定の精度の向上・効率化、審査対応等への活

⽤・反映）

○モントリオール・プロセスや⽣物多様性条約など我が国の国際的な責務への対応や情勢の変化に応じた政策の企画・⽴案を⾏うために、森林の状態と変化の動向を全
国統⼀の⼿法で計画的に把握します。また、国際的な持続可能な森林経営の基準・指標に対応するための森林情報の分析等を実施します。
○気候変動枠組条約及びパリ協定締結国に課せられている国際機関への報告義務を果たすため、森林吸収量の算定・報告のためのデータの収集・分析を⾏うとともに、
2050年カーボンニュートラルに向けた森林吸収量の算定精度の向上や効率化等の取組を実施します。

 全国の森林について、定点観測網を設定し、植⽣等の調査を実施します。
 調査結果については、データの統計的な分析・処理により、森林の多様性

の保全に向けた森林施策の検討に加え、モントリオール・プロセス国別報告
書やFAO世界森林資源評価への報告にも活⽤します。

持続可能な森林経営の推進・地球環境への貢献

森林

森林外

4km

4km

国連気候変動枠組条約及びパリ協定締約国として、毎年度条約事務局に森
林吸収量の報告を⾏い、国際審査において妥当性を認められる必要があります。
 森林吸収量を算定・報告するため、森林吸収源等及び伐採⽊材製品に

関するデータの収集・分析を実施します。
 2050年カーボンニュートラルに向けた森林吸収量の算定精度の向上や効

率化等の取組を実施します。

算定・報告
森林吸収量算定のための基礎データの
収集・分析

技術的課題の分析・検討等

条
約
事
務
局
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＜対策のポイント＞
国連気候変動枠組条約及びパリ協定締約国が提出するNDC（⾃国が決定する貢献）の削減⽬標達成に向けた条約事務局への報告を⾏うため、森林吸
収量の報告に必要なデータを収集・分析するとともに、次期吸収量⽬標の検討や2050年カーボンニュートラルに向けた森林吸収量の算定精度の向上や効
率化等に取り組みます。
＜事業⽬標＞
国連気候変動枠組条約及びパリ協定に基づく森林吸収量の適切な報告
（条約事務局報告、吸収量算定の精度の向上・効率化、審査対応等への活⽤・反映）

森林資源・森林吸収量算定基礎調査事業のうち
森林吸収源インベントリ情報整備事業（継続）

【令和7年度予算概算決定額 228,133（223,049）千円】

＜事業イメージ＞＜事業の内容＞
１．森林吸収量算定のための基礎データの収集・分析
森林吸収量の算定・報告に必要な基礎データの
収集・分析を実施します。
○ 衛星画像等による⼟地利⽤変化の把握
○ 「森林経営」対象森林の率の把握
○ ⼟壌等の炭素蓄積変化量の把握
○ 伐採⽊材製品（HWP）における炭素蓄積
変化量の把握

２．技術的課題の分析・検討等
森林吸収量の算定精度向上にかかる取組や
2050年カーボンニュートラルに貢献するための検討
等を実施します。
○ 算定⼿法の技術的課題の分析・検証・改良
○ 森林吸収量の将来予測
○ 国際審査等での指摘事項への対応策の検討

等

［お問い合わせ先］ HWP以外 林野庁森林利⽤課（03-3502-8240）
HWPのみ 林野庁⽊材産業課（03-6744-2295）

＜事業の流れ＞
委託

⺠間団体等国

○「森林経営」対象森林の率の把握

○衛星画像等による⼟地利⽤変化の把握

建築物等における炭素蓄積変化量算定のための
データ収集・分析

１．森林吸収量算定のための基礎データの収集・分析

○⼟壌等の炭素蓄積変化量の把握

○伐採⽊材製品(HWP)における炭素蓄積変化量の把握

• 森林資源データによる吸収量算定
• HWPの炭素蓄積変化量算定
• 精度向上の取組

森林簿
データ等

温室効果ガス⽬録

条約
事務局

国家森林資源
データベース

吸収量算定

算定精度向上等

・技術的課題の分析・検討
・2050年カーボンニュートラルに
向けた森林吸収量の将来予測
・国際審査への対応等

２．技術的課題の分析・検討等

衛星画像等の⽐較により1990年以降の新規植林・
再植林・森林減少(ARD)を把握

⽐較

1990年以降の森林経営状況(FM)のデータ収集・分析

枯死⽊・リター・⼟壌の炭素蓄積のデータ収集・分析

89年末 最新

現況調査 施業履歴調査

情報抽出森林吸収量
算定データ

報告
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